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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月14日(2017.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体内への器械アクセスを可能にするトロカール外科用シールであって、前記トロ
カール外科用シールは、
　患者の体の外部に配置される第１の支持体と、
　患者の体内に配置される第２の支持体と、
　前記第１の支持体に連結された第１の端部及び前記第２の支持体に連結された第２の端
部を有すると共に調節不能な長さを備えた押しつぶし可能なフィルム通路とを有し、前記
フィルム通路は、患者の体に設けた開口部を通って且つ前記患者の体の前記開口部と直接
的な接触関係をなして設けられ、前記フィルム通路は、前記フィルム通路を通って挿入さ
れる器械が存在しない状態において前記フィルム通路と直接的な接触状態にある前記患者
の体により及ぼされる圧縮力に起因してゼロ内径を呈し、前記フィルム通路は、器械が前
記フィルム通路を通って挿入されて前記フィルム通路と直接的な接触関係にある状態にお
いて器械シールを提供する、トロカール外科用シール。
【請求項２】
　アクセスプラットホームを介する器械アクセスを可能にするトロカール外科用シールで
あって、前記トロカール外科用シールは、
　レトラクタに取り外し可能に結合される封止キャップを備えたアクセスプラットホーム
の外部に配置される第１の支持体と、
　前記封止キャップに設けられた開口部を通って取り外し可能に挿入可能であって前記封
止キャップの下に配置される第２の支持体と、
　前記第１の支持体に連結された第１の端部及び前記第２の支持体に連結された第２の端
部を有するフィルム通路とを有し、前記フィルム通路の複数の部分は、前記封止キャップ
の前記開口部内に且つ前記封止キャップの前記開口部と直接的な接触関係をなして設けら
れ、前記フィルム通路は、調節不能な長さを有し、前記フィルム通路は、前記フィルム通
路と直接的な接触状態にある前記封止キャップによって加えられる圧縮力に起因して且つ
前記第１の支持体及び前記フィルム通路を通る挿入状態の器械が存在していない場合にゼ
ロシールを提供する、トロカール外科用シール。
【請求項３】
　前記封止キャップは、封止材料を包囲した支持リングを更に有し、前記フィルム通路と
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接触状態にある前記封止キャップの前記開口部のところの前記封止材料は、前記フィルム
通路を通って挿入される器械の抗力よりも大きな円周方向圧縮力を及ぼす、請求項２記載
のトロカール外科用シール。
【請求項４】
　前記封止材料は、トリブロックコポリマーから成り且つ前記フィルム通路は薄いポリオ
レフィンフィルムである、請求項３記載のトロカール外科用シール。
【請求項５】
　前記封止キャップは、器械が前記通路を通って挿入された状態において前記フィルム通
路の最大内径よりも少なくとも２倍の外径を有する、請求項２乃至４の何れか１項に記載
のトロカール外科用シール。
【請求項６】
　前記封止キャップの前記開口部は、あらかじめ形成され又は前記封止キャップを通って
挿入されている前記第２の支持体の挿入時に作られる、請求項２乃至５の何れか１項に記
載のトロカール外科用シール。
【請求項７】
　前記フィルム通路は、前記フィルム通路を通って挿入される器械が存在していない場合
に前記フィルム通路と直接的な接触状態にある封止キャップにより及ぼされる圧縮力に起
因してゼロ内径を呈し、前記フィルム通路は、器械が前記フィルム通路を通って挿入され
て前記フィルム通路と直接的な接触関係をなす状態において器械シールを提供する、請求
項２乃至６の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項８】
　前記第１若しくは前記第２の支持体又は前記フィルム通路の互いに対する運動は、前記
フィルム通路の前記内径を拡大するには不十分な力をもたらす、請求項１乃至７の何れか
１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項９】
　前記第１若しくは前記第２の支持体又は前記フィルム通路の互いに対する運動は、前記
封止キャップの前記開口部又は患者の体を拡張させるには不十分な力をもたらす、請求項
１乃至８の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１０】
　前記フィルム通路は、前記封止キャップ内又は患者の体内への挿入に先立って押しつぶ
され、そして、器械が前記フィルム通路内に存在しない場合、動作状態では押しつぶし状
態のままである、請求項１乃至９の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１１】
　前記フィルム通路は、前記第１の支持体周りの前記フィルム通路の巻回を阻止する材料
で作られ又は厚さを有する、請求項１乃至１０の何れか１項に記載のトロカール外科用シ
ール。
【請求項１２】
　前記第１の支持体は、前記第１の支持体の回転又は前記フィルム通路のねじりを阻止す
るよう形作られ又は寸法決めされている、請求項１乃至１１の何れか１項に記載のトロカ
ール外科用シール。
【請求項１３】
　前記フィルム通路は、前記フィルム通路が前記封止キャップの前記開口部又は患者の体
を拡張するのを阻止する材料で作られ又は厚さを有する、請求項１乃至１２の何れか１項
に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１４】
　前記フィルム通路の前記材料又は厚さは、長手方向に延び又は大きくなることができな
い、請求項１乃至１３の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１５】
　前記フィルム通路の前記材料又は厚さは、前記材料を長手方向に引き伸ばす伸張作用又
は力に抵抗する、請求項１乃至１４の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
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【請求項１６】
　前記フィルム通路の厚さは、０．０００５インチ（０．０１２７ｍｍ）～０．００２イ
ンチ（０．０５０８ｍｍ）である、請求項１乃至１５の何れか１項に記載のトロカール外
科用シール。
【請求項１７】
　前記封止キャップ又は患者の体と接触状態にある前記フィルム通路の外側表面積は、挿
入状態の器械と接触状態にある前記フィルム通路の内側表面積よりも大きい、請求項１乃
至１６の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１８】
　ゼロシールが前記第１の支持体又は前記第１の支持体の近くで前記フィルム通路に連結
されている、請求項１乃至１７の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項１９】
　ゼロシールが前記第２の支持体又は前記第２の支持体の近くで前記フィルム通路に連結
されている、請求項１乃至１８の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
【請求項２０】
　前記フィルム通路は、器械が前記第１の支持体及び前記フィルム通路を通って挿入され
ている状態において挿入状態の器械の外面及び前記フィルム通路の内面に当たる器械シー
ルを提供する、請求項１乃至１９の何れか１項に記載のトロカール外科用シール。
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